
  川 崎 市 公 報（第US6ぢ・）平成iがF-7片

毎/] 2回]onis口発行

発行所川峙市役所

印刷所㈱直 ・洋

眺読れ く前湘

1 年10,800 1']

  1箇）] 900 I1|

  目次

  規貝IJ

OJ11椅市艘J£準法施t f細則の-部を

  改正する旭則¢第7』9・) U0?

◊川崎市金赳台計規叫及び川崎市下水

逆¥樂財投規則の--部を改正する規

  UI!(第・72 ウ）1107

◊川崎市公苫防!h等生活環境の保全に

咽すS条例施行規則の一部を改正す

   る規則（第73写-) 1107

告 示

◊平成L6年川崎市街冶第S20号の一部

   を改正するス・示（疋:?33号> - II0S

  〇 i.i転車等の撒占と保牡（第ぬ4号）ncifl

〇道路区域の変更にIWする告跡STjE

  (第335母) 1108

   ◊ ;11將区域の変更 く笛;336号）1105

   ◊道路の供|11間始(第337号> 110ひ

◊排水設舶指定エ叫,V w指定（第33S

  バリ1109

◊排水段備指定工事店の指定の更新

  *：第 339 号）1111

◊住居表示を実施すべき区域(第340

    1112

   ◊ fi転車等の撤去と保咬(第341号) 1113

◊川崎市人i-T：崎余熱利用プールにお

け5収入の収納軍德の委託（第342

  i>! 1113

◊也活保護法による指定医療機関の指

  iii (第3・13 号）1H3

◊免活保越法によるnt定医療機関の変

  史（第3=14^1 1113

◊十.活保護汰による拮足捏療檢関の廃

  il (第;]犯 y・)  ms

◊1£店保謎法による川・定医療機関の休

  1卜-(第3相号）11H

◊牛活保運法によるK,・在医療機関の朽

  開（第347号> 11N

◊生活保淳由による指定施術者の指定

   (第 348 丹）: 1134

◊生活保連法にJ:o指定施術者の究更

  (第:!*|!)弓-) HH

◊道銘ド:域の兜小に間すろ告示の灯正

  (第:i印号）1H4

  ◊道格̂域の変史（第:!51号）1115

  ◊道路の供用開Wr (第:^2写・)…一- 1115

公 告

  ◊一般競争人札の缺行 く沿肋0号）U15

◊M発行為に関する工事の完了 く第2SI一

  号）U1G

◊関発行為に朗するエ¢の完了 (第252

  号・）1116

◊開発行為に問する.11事の完了 (第253

  号）H17

〇条例環塊影越it価準備洪の公告(第

   25 仰 1117

◊条例Et境彩遡評価審奄辟の公告（第

  255・リ・>  111S

  ◊一般競争入札の執行¢游泊6号）ir22

◊環境影背評価に問する条例によ6粂

  例見解齊の公告〔第257号）1130

  〇 ・般航争入札の執行(第258号) 1130

◊環境膨曾評価;こ間する粂例による事

  後澗杏報告聖の公告（第259号）1132

◊開発行為に閲する工事の完了（第260

  樹H32

  ◊道路位置の棺定（第261弓-) 1132

◊開発行為に問するエ半の完了（®262

     号、 1 133

  ◊一般競争入札の執行（第263号）1133

  ◊道路位置の指定（第2M号）1135

  ◊一般競争入札の執行 く萌265号) 1135

◊雄築弗準&による迷策協定の姑可

  (第沌6号）1138

  ◊道路位段の棺定(第267号）1139

◊開発行為に閲する:r/'ii:の完了（弟2胡

  号・> 1139

—1105 —



  川崎 市 公報（第MS6号）平成19年7月10日

  ◊督促状の公示送達（中原区第2G号）・1169

◊公売公告兼兄積価額公告 く中原区第

  2lg-) 1169

  ◊督促状の公示送達（宮前区第21号）3 3 70

  ◊督促状の・公示送達(多摩区第25号) 1171

◊納税通知省の公示送連(麻生区第14

   号） 1171

E選挙管埋委員会告示

◊選準人名簿の登録一の移替えを延期す

  る期間（川崎区第2S号）- 1171

◊選挙人名簿の登緑の移替えを延期す

  る期間(幸区第27号) 1172

◊新たに遷挙人名極に登録した者を記

  故した術面の縱覚(幸区解28好) 1172

◊新たに在外選挙人名簿に登録した者

を記載した書面の縱覧（幸区第29

  号-) 1172

◊選挙人名簿の登録の移替えを延期す

  る期間（宮前区第29号）1172

◊選挙人名簿の登録の移替えを延期す

  る期聞（多摩区第27号）1.172

  規則

川崎市建築基準&施行細則の一部を改正する規則をこ

こに公布するfl

平成19年6月は

川崎市民阿部孝夫

川崎市規則第71号

川崎市建築基準法施行細則m—部を改正す

る規則

川崎市建築基準法施行細則（平成5年川崎市規則第65

号）の一部を次のように改正する。

第4条を削り，第4条の2を第4粂とする。

附則

この規則は、平成19年6月20 3から施行する。

川崎市金銭会計規則及び川崎市下水道事業財務規則の

―部を改正する規則をここに公布する。

平成19年6月如行

川崎市畏阿部孝夫

川崎市規則第・?2号

川崎市金銭会計規則及び川崎市下水道事業

財穰規則の一部を改正する規則

(川崎市金銭会計媒則の一部改正)

第:|.粂川崎市金截会計規則{昭和3S年川崎市規則第31

号）の一部を次のように改正する。

別表第4中

川崎市川崎区駅前本町eij
  地3 i

を

川崎市川崎区砂子2「百4

番地13

に改める。

〔川崎市で水道事業財務規則の一部改正>

第2条川崎市下水道屯栗財務規則¢昭和S2年川崎市規

則第秘号）の一部を次のように改正する。

別表第2中

川崎市川崎区駅前本町6番

地3

J

を

川崎市川崎区砂子2丁白4

番地13

に改める。

附則

この規則は、平成19年7月17日から施行する。

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規

則の一部を改正する規則をここに公布するfl

平成19年S月29 B

川崎市畏阿部孝失

川崎市規則第73号

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する

粂例®行規則'の一部を改正する規則の一部

を改IEする概則

川崎市公害防止等生活環提の保全に関する条例施行規

則の一部を改正する規則（平成H年川崎市規則第37号）

の一部を次のように改正する。

附則第2項中「平成は年e月30H」を「平成22年6月

3flHjに改める。

附則別表中「平成16年6月303」を「平成22年6月30

[-IJ !こ改める。
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附則

この規則は、公布のUから施行十る

i・.|促「ド.等の鍵

111鑑

  告示

川崎市告示第333号

'・F成16年川崎取告示坑520リ・び；・的を改正する告示を

次のように定める。

平成19年6月IS Ei

川崎山k:- M詠孝夫

平成̂年川崎市告ボ疋，で|い一;一の-一部を改正

する告示

・ド味16年川埼市告示策520vの部を次のように改正

する-一

3リ;中_建築基準法施ff介（咄初25平政令第333号）

第3fi粂第2項第3冷及び第-1ゆ:の.祖定に,tる認定』を

r醐2〇条箱1号の基準に通介す6 bのjに改める・

仆:所婢身分を証明するもの

4 その他

こめ;1;・不一に問する撤去自転¢等で上妃の保管期問を

桂過すろまでの問に利用者又は所打者の引き取りのな

いものI・・.ついては，条例第14条に遥づき，A;却その他の

処卯々します，

(別紙打略）

川崎市告示第335号

j5路の「><域の変更に関する告示の.i F i1-:にウ

5月2113川崎市告示第2舶&心おを次のとお

り,：f it-し主す。

す:成川年6月20日

川崎市畏阿部孝夫

誤

川崎市告示第334号

川崎市自転車等の放四防ij：Iこ|5JJする条例（a群的2年J11

埼市粂釣第4号。以下t免例|・という-)第10条第2項・

第U粂第2項及び第3項趾びi -街I 7粂羽2項の規定に基

づき自転¢等を撤去し.ば竹I.上したので.条例第is条

第1項（第17粂第3項において巾川する楊合を含む。）

の規定に基づき告示します・.

平成19年6月19パ

川崎山上阿帥孝夫

  1 撤去年月[3、撤去坂所、撤人|:Ifc湛等缺びに保管掛

所の名称及び位置

別紙のとおり

  2 深管期間

当該告示をしたSB、ら起禄して1筋月間

  3 引取りの方法

Hi引敢りの瘍所

別紙表記敢の保管喘所

⑶引取りのできる日時

火曜Hから日瞞Iヨまでの川|のケー的1i時から午後7

時まで

 た・だし、W民の|!iπに|¢|する比-律に規定する体0

及び12月29 Uから1月3 fi・土でを除く・

(31ラi收りに要十る費用

  自転車2,5（J!)f'j

  樟動摸け自転中：5,0(亦|1

  自胞二輪¢: L[l,[)t]〇：'J

'；4!持参するもの

IH ・朴

削 路絲名

 木 β

狛|・ロ号棹

区

叫

川崎市高津区

16番1先

川崎市高漆区末長
16推[先

敗地の延艮

to ti

(in)

新
人 畏

I 3!143^-.^

川崎南高津区宋畏

16§ 7 先

川崎市高津区末盗
16番2先

1 K2

3.21)

21.3

I 2\...

備考

川崎市告示第336号

道路の区域の変更に関する;?；示

(昭和27年法律第L80衿）粥IS条祀1唄の規定

に站づき、道路の区域を次のように変史します。

その閲係図而は・建段局土木管理部符淑既において，

・f;・成|9吊6月203から平成19年7月4 IV主で一般の縦覧

に供し:セす。

半成⑼月的日

川崎市畏阿部年尖
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